
                     平成１５年１０月２日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

波紋投影器 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

水銀灯を光源とした水の波紋を投影するインテリア機器である。 

設置及び使用方法としては、床又は台の上に設置し屋内の天井面に投影するも

の、及び天井に埋込み床面に投影するものがある。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

水銀灯ランプハウス冷却用のファンを有する。透光性のある水容器には波紋調

整機能があり、好みの波紋に調整ができる。 

 

 床上形 

  外観寸法：高さ４０５×直径３０６㎜、 重量：約７㎏ 

 定  格：１００Ｖ、１８５Ｗ、５０／６０Ｈｚ、ランプ１５０Ｗ 

 天井埋込形 

  外観寸法：高さ２８０×直径３１０㎜、重量：約５㎏、制御用基板ボックス外

付き、 

  定  格：１００Ｖ、１８５Ｗ、５０／６０Ｈｚ、ランプ１５０Ｗ 

                         （電子安定器別置） 

○主な使用者、販売先 

主に業務用 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、「光源及び光源応用機械器具」に該当し、床上

形のものは「電気スタンド」、天井埋込形のものを「その他の放電灯器具」として

取り扱う。 

 

（理由） 

 床上形のものは、自立した形態を有した照明器具であることから、「電気スタン

ド」として取扱い、天井埋込形のものは「その他の放電灯器具」として取り扱うの

が妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象の判断 


